
変 更 後 の 賞 与

支 払 予 定 月

月 月 月 月

社労士コード 賞与支払届通番

: ０

分割支給
回    数

分割支給なし

分割支給あり : １

２．②は､賞与を支給した年月を記入してください｡

【記入上の注意】

１．①は､健康保険組合の事業所記号を記入してください｡
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社　　会　　保　　険　　労　　務　　士　　記　　載　　欄

健康保険

支給・不支給

常務理事 事務長 課長

令和

㋑ ㋒

㋐ ②賞与支払予定年月 賞与支払年月

年 月

健康保険記号

被 保 険 者 数

不支給
･

③

支  給 0
令和

被保険者人数㋓
人

人

賞 与 を 支 給 し た

㋔ 賞　　与　　の　　名　　称 ㋕

月

賞　　与　　支　　給　　総　　額

円

６．

７．

８．

９．

1

③は､賞与の支給が有ったとき､支給「０」に丸印を付けてください｡

なお､支給が無かったとき､不支給「１」に丸印を付けてこの「賞与支払届総括表」をご提出ください｡

㋑については､賞与を支給した被保険者数をご記入ください｡

㋒は､全被保険者の賞与支払届㋒欄および㋓欄の賞与額を総計した額を１円単位まで記入してください｡

㋓は､賞与を支給した日現在の被保険者数を記入してください｡

㋔は､賞与､決算手当､期末手当のように支給した賞与の種類別にその名称を記入してください｡

④は､現在の賞与支払予定月が㋕の賞与支払予定月と異なるとき記入してください｡

賞与の支給が無い場合は､㋑と㋒に各々「０」人および「０」円と記入してください｡
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健康保険 被保険者賞与支払届 記入の注意点

：平成

：坑内員以外の男子 2

◎賞与を支払った日から5日以内に提出してください｡

【元号・被保険者種別の説明】

元        号 ：昭和昭5

1

平7

：女子 3 ：坑内員

令9 ：令和

【記入方法】

べてのもののうち､三月を越える期間ごとに受けるもの)の支払年月日を記入してください｡

0 1 1 2 1

1 ．④には､賞与（賃金､給料､俸給､手当､賞与その他いかなる名称であるかを問わず､労働者が､労働の対象として受けるす

 と記入すること｡)（たとえば､令和元年１２月１０日の場合は､ 令9

（なお､Ⓐ～Ⓙ欄外（上段の④）に記入した場合は､賞与支払年月日が同日の被保険者にかかるⒶ～Ⓙ欄の④については

記入を要しないこと｡）

0
年 月 日

大臣又は健康保険組合が定めた価格によって算定した額を１円単位まで記入してください｡

4 ．⑤には､㋒及び㋓の合計額から､１，０００円未満を切り捨てた額を記入してください｡

2 ．㋒には､通貨で支払われた賞与額を１円単位まで記入してください｡

3 ．㋓には､食事､住宅､被服など通貨以外のもので支払われたものについて､健康保険法第４６条の規定によって厚生労働

５７３万円を上限額とします｡（平成２８年４月１日から）

  と記入すること｡）
千円

9 9 9 9（なお､10,000千円以上となる場合は､   と記入すること｡）

2 3 4（たとえば､234,765円の場合は､

5 ．㋔には､該当する被保険者種別の番号を記入してください｡  （上記参照）

【標準賞与額の上限額について】

記入してください｡

健康保険の標準賞与額は「２７３０」千円となります｡

健康保険における４月から翌年３月までの年間の賞与支給合計額に基づく計算方法

（夏季賞与３００万円＋冬季賞与３５０万円）≧上限５７３万円

  上限５７３万円－夏季賞与３００万円＝２７３万円 → 冬季賞与の標準賞与額（決定額）

被保険者種別

賞与額の⑤欄に「３０００」と､通貨によるものの額の㋒欄に「3,000,000」と､現物によるものの額の㋓欄に「０」と､

記入してください｡

健康保険の標準賞与額は「３０００」千円となります｡

② 冬季賞与の賞与支払届

賞与額の⑤欄に「３５００」と､通貨によるものの額の㋒欄に「3,500,000」と､現物によるものの額の㋓欄に「０」と､

2 ．賞与に対する保険料額  標準賞与額×保険料率

（事例）  夏季賞与支払額が３００万円､冬季賞与支払額が３５０万円各々通貨によって年間に支給される場合

① 夏季賞与の賞与支払届

千円

1 ．健康保険の上限額 毎年４月１日から翌年３月３１日までの年間の標準賞与支給合計額が５７３万円を超える場合は､


